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【参考資料】指導員（放課後児童支援員）の生活づくりを考える際のよりどころとなる

理念・考え方・根拠 ※下線 事務局

１．児童福祉法

第１条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生

活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自

立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第２条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児

童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、

心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

２.放課後児童クラブ運営指針
２．放課後児童健全育成事業の役割

（２）放課後児童健全育成事業の運営主体及び放課後児童クラブは、児童の権利に関する条約の理

念に基づき、子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進することに努めなければならない。

３．子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）

第3条 1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、

裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が

主として考慮されるものとする。

2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義

務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべ

ての適当な立法上及び行政上の措置をとる。

3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分

野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した

基準に適合することを確保する。

第12条 1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべて

の事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、

その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

第31条 1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び

及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認め

る。

４．「国連・子どもの権利委員会：新型コロナ感染症（COVID-19）に関する声明」2020年4月8

日（※別紙）

５．2020年5月31日 日本子どもを守る会の声明 「コロナウイルス禍から子どもを守り育てる

ために 学校の再開にあたって」（※別紙）


